
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
二
十
七
号

令
和
六
年

七
月
二
十
二
日

月　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二

○
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四

○
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
十
二
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 
郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
副
主
幹
」
の
下
に
「
、
指
導
主
幹
」
を
加

え
る
。

第
十
九
条
の
八
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
の
寄
附
金　

目
的
達
成
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
が

県
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
公
益
信
託
で
あ
つ
て
、
知
事
が
指
定
し
た
も
の
の
信
託
財
産
と

す
る
た
め
に
支
出
し
た
も
の

第
十
九
条
の
十
二
第
二
項
中
「
同
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
十
三
第
二
号
中
「
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
公

益
信
託
」
を
「
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
知
事

の
認
可
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「＋

⑦

」
を
「＋

⑦
＋
⑧

」
に
改
め
、

同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
1　

（ロ

）及
び

（ハ

）に
つ
い
て
は

7
月
交
付
分
の
み
記
載
す
る
こ
と

2　
⑧
に
つ
い
て
は

前
回
以
前
の
報
告
分
に
錯
誤
に
よ
る
交
付
過
不
足
金
額
が
あ
つ
た
場
合
に

記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
は

当
該
錯
誤
が
生
じ
た
事
情
及
び
そ
の
金
額
の
内
訳

を
記
載
し
て
添
付
す
る
こ
と

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
の
属
す
る

年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定　

公
布
の
日

二　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係

る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル

平
成
１
８
年
度
以
前
課
税
分
に
係
る
払
込
金
額
に
よ
る
も
の　

⑦
　
　
　
円
　
　
　
円
×

7
／
１
０
０

「

「

平
成
１
８
年
度
以
前
課
税
分
に
係
る
払
込
金
額
に
よ
る
も
の　

⑦
　
　
　
円
　
　
　
円
×

7
／
１
０
０

「

「
平
成
１
８
年
度
以
前
課
税
分
に
係
る
払
込
金
額
に
よ
る
も
の　

⑦
　
　
　
円
　
　
　
円
×

7
／
１
０
０

前
回
報
告
時
以
前
の
錯
誤
に
よ
る
交
付
過
不
足
金
額　

⑧
　
　
　
円

「
「

平
成
１
８
年
度
以
前
課
税
分
に
係
る
払
込
金
額
に
よ
る
も
の　

⑦
　
　
　
円
　
　
　
円
×

7
／
１
０
０

前
回
報
告
時
以
前
の
錯
誤
に
よ
る
交
付
過
不
足
金
額　

⑧
　
　
　
円

「

「



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

二

に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

」
に
改
め
、
同
様
式
注
1
⑴
中
「特

定
業
務
施
設

」
を
「特

定
業
務
施
設
等

」
に
改
め
、
同
様
式
別
表
1
中
「特

定
業
務
施
設

」
を
「特

定
業
務
施
設
等

」
に
改
め
、

同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考1　

電
気
供
給
業

ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
に
係
る
事
業
税
の
課
税
免
除
申
請
以
外
に
つ
い
て

は
帳
簿
価
額
の
記
入
は
要
し
な
い

2　
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
減

価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は

資
産
名
称
に

（児

）を
付
す
こ
と

第
一
号
様
式
別
表
3
及
び
別
表
4
中
「特

定
業
務
施
設

」
を
「特

定
業
務
施
設
等

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
課
税
免
除
・
不
均
一

課
税
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
一
号
様
式
に
よ
る
課
税
免
除
・
不
均
一
課
税
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
進
学
準
備
給
付
金
」
を
「
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
に
係
る
申
請
書
）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
経
過
措
置
）

2　

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
九
条

の
八
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
寄
附

金
」
と
あ
る
の
は
、
「
寄
附
金
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

3　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

4　

附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
四
号
様

式
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費
計
算
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
施

行
規
則
第
四
十
四
号
様
式
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費
計
算
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八

年
山
梨
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

に
、
「特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

」
を
「特

定
業
務
施
設
等
の
用

対
象
と
な
る
特
定
業
務
施
設

「

「

対
象
と
な
る
特
定
業
務
施
設
等

「

「

対
象
と
な
る
特
定
業
務
施
設
等

「

「



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

三

年 月 日

申請者(進学する者又は就職する者)
住所又は居所
氏名

進学・就職準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。

１　世帯主の氏名 　

２　申請者の生年月日 年 月 日

３　進学・就職する先（大学等名、会社名等）

　名称

４　進学・就職後の居住先（該当する□にチェックを入れてください。）

□　進学・就職前の住宅と同じ

 居住（予定）地

 ができると見込まれる理由

６　関係書類
(1)進学の場合

ア　入学手続に着手していることが確認できる書類として、以下のいずれか
・入学金を納付したことを証明する書類の写し
・入学金延納（進学後に納付すること）を申請した書類の写し

　手続が完了したことを証明する書類等の写し
イ　進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し
ウ　その他支給決定にあたり必要な書類

　らの書類を提出してください。

(2)就職の場合
ア　就職する見込みであることが確認できる書類として、以下のいずれか

・内定通知書、事業主の発行する就職証明書等
・個人事業主の場合、個人事業の開業届の写し
・その他確実に就職先に就職することを証する書類

イ　就職に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し
ウ　その他支給決定にあたり必要な書類

　してください。

７　進学・就職準備給付金振込先（申請者名義の口座に限ります。）

銀行・信用金庫・信用組合

（該当する金融機関の種類に○をしてください。）

支店名 支店（ゆうちょ銀行除く。）

記号 支店（ゆうちょ銀行のみ記載）

□　普通預金 □　当座預金

（該当する□にチェックを入れてください。）

（右に詰めて御記載ください。）

　ください。

※　上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付して

進学・就職準備給付金申請書

・入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学

※　上記の書類を申請時に準備できない場合については、就職先の内定通知書や賃貸借
　契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、就職するまでにこれらの書類を提出

５　就職の場合、おおむね６月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ること

預金種類

口座番号

（ カ ナ ）

口座名義人

第１３号様式（第５条関係）

  山梨県知事　殿

金融機関名

※　上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書や
　賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでにこれ

□　転居により進学・就職前と異なる住居に居住（居住（予定）地を記載してください。)

第13号様式（第5条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

四

　
　
　
　

「2　
土
地
利
用
計
画
の
概
要　
　
　
　
　
　
　
　
⑵　

用
水
関
係

　
　
　
　
　
　
⑴　

土
地
利
用
計
画
の
内
容　
　
　
　
　
　
　
⑶　

取
付
道
路
関
係

第
二
号
様
式
中　　
⑵　

給
水
関
係　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　

⑷　
防
災
対
策

　
　
　
　
　
　

⑶　
取
付
道
路
関
係　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑸　

造
成
事
業
を
行
う
た
め
に

　
　
　
　
　
　
⑷　

法
令
に
よ
る
許
可
等
の
見
込
み　
　
　
　
⑹　

土
地
利
用
計
画
と
の
整
合

　
　
　
　
　
　
⑸　

そ
の
他　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
⑺　

地
元
へ
の
説
明
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑻　

法
令
に
よ
る
許
可
等
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑼　

そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「4　
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

に
、　
　

⑴　
工
事
施
行
予
定
者
の
住
所　

を
「４　

工
事
施
行
予
定
者
関

必
要
な
資
力
及
び
信
用　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
お
よ
び
名
称

性　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

込
み

　
　
　
　
　
　

」

係

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等

造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
に
よ
る
造
成
事
業
計
画
書
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様

式
に
よ
る
造
成
事
業
計
画
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行

細
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
進
学
準
備
給
付
金

申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則

第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
四
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

造
成
区
域
内
に
お
い
て
開
発
行
為
の
施
行
の
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
い

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
六
条
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）

第
七
条
中
「
、
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
協
定
に
関
す
る
書
面
及
び
土
地
取
得
に
関
す
る
契
約
書
等

の
写
し
の
ほ
か
」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「2　
造
成
計
画
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴　
造
成
計
画
の
内
容



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

五

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
県
営
住
宅
の
利
用
の
促
進
の
観
点
か
ら
入
居
を
認
め
る
者
の
範

囲
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
「
県
営
住
宅
の
利

用
の
促
進
の
観
点
か
ら
入
居
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
六
条
第
二
号
イ
⑴
」
を
「
第
六
条
第
二
号
ハ
⑴
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
六
条
第
二
号
イ
⑵
」
を
「
第
六
条
第
二
号
ハ
⑵
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
ハ
」
を
「
ニ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
は
、

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡

素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六

年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
の
下
に
「
（
運
輸
施
設
に
関
す
る
公
園
事
業
に
あ
つ
て

は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
五
条
第
四
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
十
九
項
第
一
号
ロ
中
「
風
致
」
の
下
に
「
又
は
景
観
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
二
十
号
中
「
設
備
」
を
「
工
作
物
」
に
、
「
限
る
。
）
を
」
を
「
限
り
、
当
該
電
柱
の

色
彩
と
同
等
と
認
め
ら
れ
な
い
電
柱
の
支
柱
を
除
く
。
）
を
新
築
し
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
号

中
「
防
除
」
の
下
に
「
若
し
く
は
当
該
防
除
に
係
る
調
査
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
三
号
の
三
中
「
た

め
に
」
を
「
目
的
で
」
に
、
「
又
は
当
該
」
を
「
、
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
六
十
三
号
中
「
こ
と
」

の
下
に
「
（
正
当
な
理
由
が
な
く
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
十
六
号
中
「
森

林
」
の
下
に
「
、
牧
野
、
草
原
若
し
く
は
農
地
」
を
加
え
、
同
条
第
六
十
八
号
中
「
防
除
」
の
下
に

「
又
は
当
該
防
除
に
係
る
調
査
」
を
加
え
、
同
条
第
百
二
十
八
号
の
七
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
に

規
定
す
る
実
施
計
画
に
従
つ
て
実
施
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
七
号

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
八
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
七
号
　
　
令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

六


